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台台台台台台台台台台台台台台

れ
の
舞
台

可
愛
い
子
ど
も
た
ち
が

晴
れ
の
舞
台
で

見
事
な
演
技
を
披
露

緊
張
の

眼
差
し
が

両
親
・
祖
父
母
を
見
つ
け

パ
ッ
と

華
や
ぐ

未
来
の
ス
タ
ー
た
ち
に
拍
手



第１５７号 平成２０年４月１日　（2）

10年度

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

16年度

17年度

18年度

19年度

20年度

10年度

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

16年度

17年度

18年度

19年度

20年度

普通交付税の推移 一般会計当初予算の推移

（予算）

（決算見込み）

38億8,425万円

43億4,435万円

42億0,050万円

49億8,500万円

38億7,900万円

40億7,600万円

35億8,300万円

42億0,000万円

38億0,000万円

39億4,000万円

39億2,000万円

18億3,800万円

18億7,500万円

18億4,100万円

17億0,100万円

15億7,600万円

13億7,500万円

13億4,300万円

13億6,800万円

14億3,100万円

14億0,200万円

14億0,000万円

一般会計予算 ３９億２,０００万円

特別会計予算 ３０億０,２３１万円

　　　計 ６９億２,２３１万円

　２０年度の主要な事業

５,２５０万円
○阿北環境整備組合周辺対策事業

負担金

３,７７７万円
○県営事業負担金
　（かんがい排水、農地防災等）

３,５００万円○町道新設改良工事費

 ３,１００万円
○学校施設耐震補強工事実施設計

業務

２,０００万円○農道改良工事費

１,８００万円○県単工事負担金（道路改良）

１,６０２万円○合併浄化槽設置整備事業補助金

１,４８０万円○小学校耐震２次診断業務

　特別会計

１２億８,３６７万円国民健康保険事業

１億４,６２０万円老人保健事業

１億０,８１０万円後期高齢者医療事業 

１０億３,６６０万円介護保険事業

３,７０８万円住宅新築資金等貸付事業 

５,１４８万円農業集落排水事業

３億３,９１８万円水道事業

　

上
板
町
議
会
三
月
定
例
会
に
お
い
て
平
成
二
十
年
度
の
一
般
会
計
及
び
新
設
の
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
を
含
む

七
特
別
会
計
の
当
初
予
算
が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額
は
、
前
年
度
当
初
予
算
に
比
べ
て
〇
・
五
％
︵
二
千
万
円
︶
減
の
三
十
九
億
二
千

万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

歳
入
面
で
は
、﹁
地
方
と
都
市
の
共
生
﹂
の
考
え
方
の
下
、
地
方
再
生
対
策
費
の
創
設
に
よ
り
地
方
交
付
税
が
五
・
八

％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
町
税
、
地
方
交
付
税
、
財
政
調
整
基
金
繰
入
金
及
び
臨
時
財
政
対
策
債
等
の
﹁
一

般
財
源
総
額
﹂
は
基
金
繰
入
金
減
に
よ
り
〇
・
八
％
の
減
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
財
政
調
整
基
金
取
り
崩
し
に
よ
る
繰

入
金
は
二
十
四
・
七
％
減
と
な
っ
た
も
の
の
基
金
残
高
は
中
期
財
政
見
通
し
で
は
減
少
の
一
途
を
辿
る
見
通
し
で
あ
り
、

極
め
て
深
刻
な
状
況
に
陥
っ
て
い
ま
す
。

　

歳
出
面
で
は
、
平
成
十
九
年
度
に
実
施
し
た
義
務
教
育
施
設
耐
震
二
次
診
断
調
査
結
果
に
基
づ
き
、
上
板
中
学
校
教

室
棟
・
特
別
教
室
棟
等
、
神
宅
小
学
校
教
室
棟
の
耐
震
補
強
実
施
設
計
業
務
を
実
施
す
る
ほ
か
小
学
校
施
設
の
耐
震
二

次
診
断
調
査
の
実
施
や
木
造
住
宅
耐
震
改
修
補
助
金
を
交
付
す
る
な
ど
教
育
施
設
整
備
や
防
災
対
策
に
重
点
を
置
い
た

予
算
編
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

厳
し
い
財
政
状
況
が
続
き
ま
す
が
、﹁
重
点
的
か
つ
効
率
的
で
持
続
可
能
な
財
政
運
営
を
行
い
足
腰
の
強
い
町
づ
く

り
﹂
を
実
現
す
る
た
め
限
ら
れ
た
財
源
を
有
効
に
活
用
し
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
取
組
み
ま
す
の
で
、
町
民
皆
様
方
の
ご
理

解
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。



第１５７号（3）　平成２０年４月１日

◆

用

語

の

説

明

◆

■
議
会
費

　

町
議
会
の
活
動
に
要
す
る
経
費
で
す
。

■
総
務
費

　

全
般
的
な
管
理
や
行
政
管
理
に
要
す

る
経
費
で
す
。

■
民
生
費

　

町
民
の
生
活
と
安
定
し
た
社
会
生
活

を
保
護
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費
で

す
。

■
農
林
水
産
業
・
商
工
費

　

産
業
振
興
の
た
め
の
基
盤
整
備
や
組

織
、
団
体
の
育
成
指
導
に
要
す
る
経

費
で
す
。

■
消
防
費

　

火
災
・
風
水
害
な
ど
災
害
が
生
じ
た

場
合
の
被
害
軽
減
の
た
め
の
全
て
の

活
動
に
要
す
る
経
費
で
す
。

■
教
育
費

　

教
育
委
員
会
の
経
費
で
幼
稚
園
か
ら

中
学
校
、
ま
た
、
社
会
教
育
な
ど
教

育
関
係
に
要
す
る
経
費
で
す
。

■
公
債
費

　

公
共
事
業
を
行
う
た
め
に
借
入
れ
た

財
源
︵
町
債
︶
を
償
還
す
る
た
め
の

経
費
で
す
。

■
衛
生
費

　

町
民
が
健
康
で
衛
生
的
な
生
活
環
境

を
保
持
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費
で

す
。

■
土
木
費

　

道
路
、
河
川
な
ど
の
維
持
改
良
に
要

す
る
経
費
で
す
。

■
地
方
交
付
税

　

国
の
所
得
税
、
法
人
税
、
酒
税
な
ど

を
一
定
割
合
で
町
の
財
政
需
要
に
応

じ
て
一
定
の
基
準
に
基
づ
き
、
国
か

ら
交
付
さ
れ
る
お
金
で
す
。

一般会計
歳　　出
39億2,000万円

議会費
83,643千円（2.1％）

総務費
515,227千円
（13.1％）

公債費
514,477千円
（13.1％）

その他
383,465千円
（9.8％）

民生費
857,482千円
（21.9％）

衛生費
574,065千円
（14.6％）

農林水産業費
230,502千円
（5.9％）

商工費
3,242千円
（0.1％）

土木費
193,465千円
（4.9％）

消防費
179,259千円
（4.6％）

教育費
385,173千円
（9.8％）

自
主

財

源

依

存

財

源

58.7％

41.3
％　

町税
1,143,905千円
（29.2％）

繰入金
263,563千円
（6.7％）

使用料・手数料
84,184千円
（2.1％）

地方交付税
1,460,000千円
（37.2％）

国庫支出金　194,659千円（5.0％）

町債　183,900千円（4.7％）

その他
繰越金・諸収入　
財産収入・寄付金
69,736千円（1.8％）

（ ）
分担金・負担金
57,729千円
（1.5％）

一般会計
歳　　入
39億2,000万円

地方譲与税
85,000千円（2.2％）

地方消費税交付金等の交付金
159,500千円（4.1％）

町民１人当たり

が納める税金

8万5,800円

町民１人当たり

に使われる費用

29万4,200円

町民１世帯当たり

に使われる費用

86万2,600円

一般会計　39億2,000万円の内訳

県支出金　217,824千円（5.6％）

Ｈ20. 1. 31現在　13,323人（4,544世帯）



第１５７号 平成２０年４月１日　（4）

　

環
境
美
化
奉
仕
団
体
﹁
上
板
八
坂

ク
ラ
ブ
﹂︵
会
長　

上
原
末
廣
氏
︶
の

会
員
が
十
二
月
十
二
日
町
内
の
上
板

あ
お
ば
園
・
さ
く
ら
保
育
所
で
餅
つ

き
を
開
催
し
ま
し
た
。
つ
き
た
て
の

お
餅
は
大
好
評
で
し
た
。
こ
の
餅
つ

き
に
か
か
っ
た
餅
米
代
は
八
坂
ク
ラ

ブ
の
会
員
が
、
ポ
イ
捨
て
な
ど
で
町

内
の
道
路
等
に
散
乱
し
て
い
る
ア
ル

ミ
缶
を
集
め
餅
米
代
に
充
て
ま
し
た
。

　

ま
た
、
十
二
月
二
十
日
に
は
河
川

等
に
不
法
投
棄
が
後
を
絶
た
な
い
現

状
を
み
か
ね
た
当
ク
ラ
ブ
の
自
主
的

な
活
動
で
、
一
昨
年
、
去
年
に
引
き

続
き
不
法
投
棄
禁
止
を
呼
び
か
け
る

﹁
の
ぼ
り
﹂
を
大
山
谷
川
沿
い
と
宮

川
内
谷
川
沿
い
に
設
置
し
ま
し
た
。

　

当
ク
ラ
ブ
の
活
動
は
、
不
法
投
棄

の
禁
止
を
呼
び
か
け
る
と
と
も
に
、

道
路
や
河
川
を
美
し
く
す
る
為
に
、

ゴ
ミ
集
め
を
し
て
そ
の
収
益
金
で
餅

米
代
な
ど
を
捻
出
し
て
、
町
の
人
た

ち
に
還
元
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。

◎
平
成
十
九
年
第
四
回
定
例
会
の
概
要

　

第
四
回
定
例
会
は
、
十
二
月
十
三

日
か
ら
十
二
月
十
八
日
ま
で
の
六
日

間
の
日
程
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

開
会
日
に
は
、
松
尾
町
長
が
町
政

に
取
り
組
む
所
信
と
行
政
改
革
の
推

進
、
介
護
保
険
制
度
、
人
権
問
題
、

環
境
問
題
、
財
政
問
題
な
ど
当
面
す

る
町
政
の
重
要
課
題
に
つ
い
て
述
べ

ま
し
た
。

　

一
般
質
問
で
は
、
防
災
対
策
、
行

財
政
改
革
、
後
期
高
齢
者
医
療
、
介

護
保
険
、
農
業
問
題
、
環
境
問
題
、

教
育
問
題
、
な
ど
が
論
議
さ
れ
ま
し

た
。

︵
議
員
十
名
か
ら
一
般
質
問
︶

　

町
長
提
出
議
案
十
件
の
内
八
件
が

可
決
、
一
件
が
不
承
認
、
一
件
が
同

意
さ
れ
、
議
員
提
案
七
件
の
内
五
件

が
可
決
、
二
件
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

◎
議
会
議
員
協
議
会

　

平
成
十
九
年
十
二
月
六
日

　

第
四
回
定
例
会
提
出
議
案
の
協
議

を
行
な
う
。

◎
財
産
区
議
会

　

上
板
町
大
山
財
産
区
議
会

　

︵
第
一
回
定
例
会
︶

　

平
成
二
十
年
二
月
十
九
日

　

上
板
町
神
宅
財
産
区
議
会

　

︵
第
一
回
定
例
会
︶

　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
八
日

上
板
町
議
会
だ
よ

上
板
町
議
会
だ
よ
り

上
板
町
議
会
だ
よ
り

　

一
月
十
五
日
、
庁
舎
内
に
お
い
て

町
長
表
彰
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

各
分
野
で
活
躍
さ
れ
、
そ
の
功
績

に
よ
り
表
彰
又
は
感
謝
状
を
受
け
ら

れ
た
の
は
、
次
の
方
々
で
す
。

︵
敬
称
略
︶

◇
地
方
自
治
の
発
展
に
貢
献

�　
　
　

守　

一

齋　

藤　
　
　

茂

鎌　

田　

信　

�

笹　

山　

茂　

樹

小　

津　

欣　

生

◇
地
方
教
育
行
政
の
発
展
に
貢
献

岡　

本　

康　

則

◇
地
域
福
祉
の
向
上
に
貢
献

　
　
　
　

三　

木　

顯　

子

　
　
　
　

水　

口　

良　

一

　
　
　
　

竹　

重　

妙　

子

　
　
　
　

村　

部　

治　

子

◇
町
政
の
発
展
と
住
民
福
祉
の
向
上

に
貢
献

　
　
　
　

原　

田　

啓　

子

　
　
　
　

坂　

東　

啓　

子

　
　
　
　

前
須
賀　

講
和
子

　
　
　
　

浜　

口　

美
音
子

　
　
　
　

沖　

津　

貞　

子

　
　
　
　

松　

本　

和　

子

　
　
　
　

川　

口　

さ
え
子

　
　
　
　

松　

尾　

道　

子

　
　
　
　

松　

本　

泰　

永

　
　
　
　

鈴　

木　

幸　

三

◇
高
額
寄
付

　
　

故　

眞　

鍋　
 
　

男

町長表彰式挙行される

八
坂
ク
ラ
ブ
の
環
境
美
化
奉
仕

さくら保育所で餅つき

不法投棄はやめましょう



第１５７号（5）　平成２０年４月１日

　

平
成
二
十
年
上
板
町
消
防
団
出
初

式
が
、
一
月
十
四
日︵
月
︶に
﹁
農
村

環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
﹂
で
盛
大
に
挙

行
さ
れ
ま
し
た
。

　

晴
れ
の
表
彰
を
受
け
ら
れ
た
の
は

次
の
方
々
で
す
。

 

︵
順
不
同
、
敬
称
略
︶

徳
島
県
知
事
表
彰

　

第
４
分
団

　
　

分
団
長　
　

坂　
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結成に関するご相談は…………上板町役場　総務課（℡０８８−６９４−６８０１）まで

注：結成率は結成世帯÷全世帯×１００％で計算しています。

　阪神大震災のような大地震から自分や家族の命を守るためには、

さまざまな災害発生に備え、普段から十分な対策を講じておかな

くてはなりません。しかし、ひとたび大地震が発生すると、災害

の拡大を防ぐためには、個人や

家族の力だけでは限界があり、

危険や困難を伴う場合がありま

す。このような時、毎日顔を合

わせている隣近所の人達が集

まって、互いに協力し合いなが

ら、防災活動に組織的に取り組

むことが必要です。

　災害発生時はもちろん、日頃から地域の

皆さんが一緒になって防災活動に取り組む

ための組織、これが「自主防災組織」です。

自主防災組織結成率（Ｈ１９．３．３１現在）

２支部／１４０支部　約０.１％

⇩
自主防災組織結成率（Ｈ２０．４．１現在）

６１支部／１４０支部　約５８％
ああああああああああああああななななななななななななななたたたたたたたたたたたたたたのののののののののののののの自自自自自自自自自自自自自自治治治治治治治治治治治治治治会会会会会会会会会会会会会会はははははははははははははは結結結結結結結結結結結結結結成成成成成成成成成成成成成成ししししししししししししししままままままままままままままししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたかかかかかかかかかかかかかか？？？？？？？？？？？？？？あなたの自治会は結成しましたか？

★★★ 自主防災組織を作ろう！★★★

�消 防 団 員 募 集�

　自分たちのまちは自分たちで守る！　

　地域の防災のためにあなたの“チカラ”

を発揮してみませんか？

　上板町では消防団員を募集しています。

消防団に興味を持たれた方や参加してみた

いと思われる方は、下記までお問い合わせ

ください。

上板町役場　総務課　消防係　℡６９４−６８０１
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　「国民健康保険被保険者証」の更新について

　国民健康保険に加入の皆様、保険証の更新はもうおすみですか。現在の保険者証の有効期限は平成２０年３月３１日

になっております。更新していない保険証で平成２０年４月１日以降お医者さんにかかりますと全額自己負担となりま

すので、更新がまだお済みでない方は、必ず更新してください。尚、現在国民健康保険税を納め忘れなど未納になっ

ていると思われる皆様は確認後至急納付いただき納付後保険証の更新にお越し下さい。直ちに納付できない場合は納

付相談を行っていますので役場税務課へお越し下さい。

�お問い合わせ�　税務課　国民健康保険係　☎６９４−６８０７

７０歳〜７４歳の国民健康保険の加入者の方へ

　医療制度改革により、平成２０年４月から窓口負担が１割負担の方が２割負担へとすることとされていましたが、

平成２０年４月から平成２１年３月までの１年間、１割に据え置かれます。

�

�

�

�

�����������������������������������

�����������������������������������

�
�
�

�
�
�

　現在国民健康保険税の内訳として

医療分（上限５６万円）・介護分（上

限９万円（但し４５歳以上６５歳未満

の方のみ）だったものが、平成２０

年４月より７５歳以上の方が後期高

齢者医療保険に移行されるに伴い新

たに後期高齢者支援分が追加される

事となりました。内訳といたしまし

ては、医療分（上限４７万円）・介護

分（上限９万円（但し４５歳以上６５

歳未満の方のみ））・後期高齢者支援分（上限１２万円）となります。

　なお世帯内の国保被保険者全員が６５歳以上７５歳未満の世帯については、下記条件に該当する方のみ世帯主の受給

されている年金より特別徴収が開始される事となります。

　＊特別徴収とは・・・支給される年金から保険税を差し引いて納めていただくこと

平成19年度

医　療　分（上限56万円）

介　護　分（上限９万円）

（40歳以上65歳未満の方）

平成20年度　

医　療　分（上限47万円）

支　援　分（上限12万円）

介　護　分（上限９万円）
（40歳以上65歳未満の方）

国 民 健 康 保 険 税

平成２０年４月より特定健診・特定保健指導が始まります

　このたびの医療制度改革で、各医療保険者に「高齢者の医療に関する法律」に基づき４０歳から７４歳までの国

民健康保険被保険者、被扶養者への糖尿病等の生活習慣病に着目した、健診・保健指導を行うことが義務づけら

れましたので、受診券並びに受診の受入ができる医院等のご案内を詳細が決まりしだい国民健康保険加入者の方

に、ご連絡させていただきます。

　❶　世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること

　　世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者、７５歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。

　❷　世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が６５歳以上７５歳未満であること

　　［世帯内に６５歳未満の方がいる場合］

　　　６５歳未満の国保の被保険者の方がいる場合　　　　　　　　　　　　　→　該当しません

　　　６５歳未満の方全員が会社の健康保険、共済組合の加入者である場合　　→　該当します　

　　［世帯内に７５歳以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる場合］

　　　７５歳以上の方が世帯主となっている場合　　　　　　　　　　　　　　→　該当しません

　　　７５歳以上の方が世帯主となっていない場合　　　　　　　　　　　　　→　該当します

　❸　特別徴収の対象となる年金の金額が１８万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の２

分の１を超えないこと

年金から徴収される方
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後期高齢者医療制度が始まることに伴い、各種の申請や届出の受付は、

福祉保健課後期高齢者医療担当窓口で行います。

「後期高齢者医療被保険者証」
（りんどう色）１枚を病院などで提示

「老人医療受給者証」とそれぞれの「健康
保険被保険者証」の２枚を病院などで提示

老人医療
受給者証

それぞれの
健康保険
被保険者証

【平成20年３月31日まで】 【平成20年４月１日から】

変更
見
本

【お問合せ先】　　上板町福祉保健課　　電話 ０８８−６９４−６８１０

　◎　資格について　

　７５歳以上の高齢者の方と、６５歳から７５歳までの障害認定を受けられている方です。

　◎　被保険者証について

　被保険者証は、一人に一枚交付します。

　◎　病院などにかかるとき

　病気やけがで診療を受けるときは、医療費の１割（現役並み所得者は３割）を窓口で支払います。

　◎　保険料徴収の凍結について

　後期高齢者医療制度に切り替わる直前に、国保以外の健康保険で被扶養者になっていた方の保険料は、平成

２０年４月から９月までは徴収されず、１０月から平成２１年３月分までは９割減額された金額となります。

　具体的なお支払い方法については、９月下旬頃に、お知らせする予定です。

　◎　保険料について

　保険料＝被保険者均等割額（４０,７７４円）＋所得割額（７.４３％）

　原則として平成２０年４月分の年金から天引きが開始されます。天引きされない方は８月からの納付書で納

めます。

　◎　平成２０年３月下旬に転入・転出等で異動があった方へ

　前住所地から送られた被保険者証は使用できませんのでお手数ですがご返却下さい。新しい住所地から送ら

れる被保険者証等をご使用下さい。その場合４月に届く場合がありますので、ご了承ください。
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平成２０年 4 月からの国民年金保険料

平成２０年度の国民年金保険料は　月額１４,４１０ 円
（平成１９年度保険料月額１４,１００円から、３１０円引き上げ）

　住民基本台帳法及び戸籍法の改正に伴い、５月１日から上板町では、住民票の写し等の交付・戸籍（除籍）謄

本等の交付請求に際し、窓口に来庁された方の本人確認を運転免許証等でさせて頂きます。

　また、請求者が本人の代理人及び戸籍等に登載されていない方などの場合には、本人からの委任状及び請求理

由等について確認させて頂くとともに、窓口に来庁された方の本人確認等も併せてさせて頂きます。

　なお、詳細等につきましては、住民課（℡６９４−６８０９）までお問い合わせ下さい。

住民基本台帳法・戸籍法の一部改正に伴う本人確認等のお願い

　「国民年金保険料口座振替納付書 ( 変更 ) 申出書」により、金

融機関、またはお近くの社会保険事務所へお申し込み下さい。

（注１）口座振替での前納の下期６ヶ月分（１０月分〜翌年３月分）

お申し込みの締切日は８月末までです。

（注２）すでに口座振替で前納されている方(引き続き１号被保険者

である方 ) は、毎年お申し込みしていただく必要はありませ

ん。

　４月に送付される「国民年金保険料納

付案内書」を使用して、お近くの金融機

関、コンビニエンスストア ( 一部不可 )、

社会保険事務所などで納付できます。

（注）１年度分・６ヶ月分以外でも、現金

によりご希望月から翌年３月までの

前納も可能です。

口座振替のお申し込みは 納付する場所は

クレジットカード納付を導入しました

　平成 20 年 2 月より、クレジットカードによる国民年金保険料の納付が可能になりました。クレジットカード

納付は被保険者ご自身から事前にお申し込みいただき、以後、継続的にクレジットカード会社が社会保険庁に立

替納付を行うものです。（クレジットカードを提示され、直接納付いただく方法ではありません。）クレジットカー

ド納付を希望の場合は、社会保険事務所へお申し込み下さい。

（注１）クレジットカード納付では口座振替による毎月振替（早割）は適用されません。

（注２）６ヶ月前納・1 年前納の割引額は現金納付の割引額となります。

便利でお得な口座振替がおすすめです！

■平成２０年度国民年金保険料　納付額早見表（現金納付・口座振替比較）

１年度分６ヶ月分１ヶ月分
平成２０年度

割 引 額保険料額割 引 額保険料額割 引 額保険料額

−１７２,９２０円−８６,４００円−１４,４１０円
毎月納付（納付書による現金納
付及び翌月末振替の口座振替）

６００円１７２,３２０円３００円８６,１６０円５０円１４,３６０円
毎 月 振 替【早割】

（当月末振替の口座振替）

１,４００円１７１,５２０円７００円８５,７６０円−−６ヶ月前納（現金振替）

１,９６０円１７０,９６０円９８０円８５,４８０円−−６ヶ月前納（口座振替）

３,０７０円１６９,８５０円−−−−１ 年 前 納（現金振替）

３,６２０円１６９,３００円−−−−１ 年 前 納（口座振替）
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「ねんきん特別便」を受け取られた方へ

〜ご自身の年金記録の確認をお願いいたします〜
　社会保険庁では、基礎年金番号に結びついていない約5,000万件の記録について、平成19年11月からコンピ

ューターによる名寄せ作業を開始し、その結果、皆様の基礎年金番号の記録と結びつく可能性のある記録が出

てきた方に、昨年12月から本年3月までの間「ねんきん特別便」を順次お送りしております。

　ご本人様のご確認及び手続を経て、はじめて記録が結び付くことができます。

　お手数をお掛けいたしますが、お手元に届きました「ねんきん特別便」により、ご自身のお勤め先などの欄

に記載もれがないか、また、資格取得年月日・資格喪失年月日の誤りがないかなどを十分にご確認の上、必ず

手続きくださいますようお願いいたします。ご不明な点などがございましたらお近くの社会保険事務所までご

相談ください。

ねんきん

特別便を送付

ご自身による

記録の確認

ご自身による

回　答

社会保険庁に

よる調査・確認

記録の統合

（確認完了）

●記録が結びつく可能性がある方：

　平成20年３月までを目途に送付

●その他の方：平成20年４月から

　10月までを目途に送付

◎注意！手続き（回答）をいただかないと、記録は統合

　　　　できません。

●訂正がない場合：「確認はがき」を郵送

●訂正がある場合：年金記録照会票に記入して手続き

「ねんきん特別便」と記録統合までの流れ

年金制度
改　正 平成20年４月から実施される改正内容について

離婚時の第３号被保険者期間の厚生年金の分割制度

分割の効果は、平成19年４月施行の離婚時の厚生年金の分割と同じです。○

事実婚関係にある方の第３号被保険者期間についても、分割の対象になります。

平成20年４月１日前の第３号被保険者期間については、離婚をしても自動的に２分の１に分割することはできません
が、当事者間の合意又は裁判所の決定により按分割合をさだめれば、分割することができます。

（注１）

（注２）

平成20年４月１日以降の第３号被保険者期間（注１）については、離婚をした場合に、当事者一方からの請求

により、第２号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に２分の１に分割（注２）することができます。

○

平成20年４月から実施される改正内容について

【お問い合わせ】　徳島北社会保険事務所　徳島市佐古三番町12−8　 088−655−0220☎

扶養者（主に夫）の保険料
の納付記録

被扶養配偶者（主に妻）の
保険料納付記録

施行（平成20年４月）以後

第２号被保険者期間

第２号被保険者期間
第３号被保険者期間

施行後の第３号被保険者期間以外の期間　　　　　施行後の第３号被保険者期間　
→当事者の同意または裁判所の決定で分割可能　→　２分の１に分割
（保険料納付記録の夫婦合計の半分を限界）

2分の1
を分割
2分の1
を分割

（イメージ図）
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●●●　納期のお知らせ　●●●

　税務課より町税の各納期のご案内をいたします。

　納期内に納付していただきますよう、よろしくお願

いします。

納　　期　　表

納　　　期期別税　　目

５月１日から６月２日全期軽 自 動 車 税

６月１日から６月３０日

１０月１日から１０月３１日

１月１日から２月１日

１期

２期

３期

町 県 民 税

７月１日から７月３１日

９月１日から９月３０日

１２月１日から１２月２５日

１期

２期

３期

固 定 資 産 税

７月１日から７月３１日

９月１日から９月３０日

１０月１日から１０月３１日

１２月１日から１２月２５日

１月１日から２月２日

１期

２期

３期

４期

５期

国民健康保険税

軽自動車税の納期は、５月１日から 6 月２日

までです。納期限内に納めましょう。

軽自動車税納税通知書は、１台に１枚宛発送します。

督促状を発した場合は、１台につき督促手数料１００

円徴収いたします。納め忘れのないようにご注意く

ださい。

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

手話奉仕員養成講座（基礎課程）

受講生募集

　聴覚障害者の社会参加を支援するため、日常生活

に必要な基礎的な手話を学んでみませんか？
　

○日　　時　　平成２０年５月２４日〜１２月１３日の

　　　　　　　毎週土曜日

　　　　　　　１３時３０分〜１５時（予定）　全３０回

○場　　所　　福祉ホームリズム

　　　　　　　藍住町矢上字安任５６−５

○対　　象　　上板町在住で手話奉仕員養成講座

（入門課程）修了者

　　　　　　　※応募者多数の場合、平成１９年入門

課程修了の方を優先

○定　　員　　２０名

○受 講 料　　無料（テキスト代のみ実費負担）

○申込方法　　電話・ＦＡＸにてお申込みください。

【お申込み・お問合せ】

　社会福祉法人　凌雲福祉会

　障害者生活支援センター凌雲

　担当　三橋・多智花

　ＴＥＬ０８８−６９３−１１１７

　ＦＡＸ０８８−６９２−６７７６

　いちょう家族会ってごぞんじですか？

　この会は、上板町内に住む精神障害者の親の会です。

　家族同士が、思いを語り分かち合う家族の会です。心の病にい

つ誰が病むかもわかりません。心の健康がそこなわれている人が、

１００人に１人いるといわれています。また、その方達のなかには、

職場や家庭での悩みをかかえている方もいます。

　家族同士がお互いの思いを語ったり研修会やレクレーションを

実施し親睦を深めています。また、地域活動を通して障害者への

正しい理解を求めています。
　

　２月２４日日曜日定例会が開催されました。１１名の方が「今悩

んでいること何でも相談！」ということで地域活動支援センター

ことじ　施設長　橋本　行子氏，上板町社会福祉協議会　事務局

長　板東　美代子氏にアドバイスを頂きました。平成２０年４月か

ら次の日程でいちょう家族会の定例会を開催いたします。

　

　日　時　　毎月第１木曜日　午後１時３０分〜３時

　場　所　　西老人集会所

　連絡先　　電話６９４−６８１０　福祉保健課　保健師　まで

いちょう家族会定例会について
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上板町奨学資金貸与者募集について

○対 象 者

　上板町内に住所がある人の子弟で、

　経済的理由により修学困難な人

　　高校生（１０名以内）

　　中学生（５名以内）

○募集期間

　４月１日（火）〜４月３０日（水）

　去る２月１６日（土）東京の国立オリンピック記念青少年総合

センターにおいて認証式があり、市川富美子さん（七條）と鈴

江弘美さん（上六條）が「まなびの達人・あそびの達人」とし

て認証されました。

　生涯学習１級インストラクターであるお二人は都道府県市町

村教育委員会や生涯学習センター、青少年教育施設、企業や団

体が行う各種公演会や公開講座などで指導・助言・支援活動を

それぞれの依頼に応じて行っています。生涯学習推進者として

の今後ますますの活躍を期待しております。

詳しくは、上板町教育委員会

電話　６９４−６８１４までお問い合わせください。

�

�

�

�

������������������

������������������
� �「まなびの達人・あそびの達人」に認証！

試験会場試　験　期　日受　付　期　間資　　　　　格募 集 種 目

松茂町の
自衛隊基地

１次：５月中旬
２次：６月中旬
　　　（一次合格者のみ）

４月１日〜５月上旬

２０歳以上２６歳未満
⑴　２２歳以上は学歴等不問
⑵　２２歳未満は大卒（見込含）
⑶　大学院の場合は２８歳未満
　　（見込含）

幹 部 候 補 生

（ 男　 女 ）

受付時にお知らせします。年間を通じて行っております。
１８歳以上２７歳未満

男子
任期制自衛官

受付時にお知らせします。下記事務所までお問い合わせ下さい。女子

　※お問い合わせや資料請求は、鳴門地域事務所まで（TEL：６８５−５３０６）

特別職国家公務員（自衛官）受付案内
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平
成
十
九
年
度
町
内
卓
球
大
会
が
、

二
月
二
十
四
日︵
日
︶上
板
町
農
村
環

境
改
善
セ
ン
タ
ー
﹁
多
目
的
ホ
ー
ル
﹂

に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
町
内
の
卓
球

愛
好
者
約
五
十
名
が
参
加
し
、
小
学

生
の
部
・
一
般
の
部
・
団
体
の
部
に

と
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

成
績
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◇
個
人
戦

　

小
学
生
女
子
の
部

　
　

優　

勝　
　

船
戸　

綾
香

　
　

準
優
勝　
　

新
居
美
紗
希

　
　

第
三
位　
　

佐
藤　

美
優

　

小
学
生
男
子
の
部

　
　

優　

勝　
　

白
川　

瑛
一

　
　

準
優
勝　
　

長
坂　

克
己

　
　

第
三
位　
　

熊
野　

康
太

　

一
般
女
子
の
部

　
　

優　

勝　
　

吉
平
美
智
子

　
　

準
優
勝　
　

南
城
満
佐
子

　
　

第
三
位　
　

松
野　

由
季

　

一
般
男
子
の
部

　
　

優　

勝　
　

小
田　

桂
司

　
　

準
優
勝　
　

眞
鍋　

健
一

　
　

第
三
位　
　

鳥
羽　

秀
明

◇
団
体
戦

　
　

優　

勝　
　

上
板
ク
ラ
ブ
Ａ

　
　

準
優
勝　
　

上
板
ク
ラ
ブ
Ｂ

　
　

第
三
位　
　

上
板
中
学
校

　
　
　
　
　
　
　

男
子
卓
球
部
Ａ

町

内

卓

球

大

会

　

次
代
を
担
う
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
員

の
健
全
育
成
と
交
流
を
図
る
目
的
で
、

第
七
回
上
板
町
内
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

駅
伝
大
会
が
、
上
板
町
体
育
協
会
・

体
育
指
導
委
員
連
絡
協
議
会
・
上
板

町
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
・
上
板
町
ス

ポ
ー
ツ
少
年
団
及
び
上
板
町
教
育
委

員
会
主
催
に
よ
り
、
二
月
二
十
三
日

︵
土
︶上
板
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
周

辺
コ
ー
ス
に
お
い
て
、
女
子
チ
ー
ム

の
部
︵
一
・
六
㎞
×
六
区
間
︶
と
男

子
チ
ー
ム
の
部
︵
一
・
六
㎞
×
九
区

間
︶
に
合
わ
せ
て
七
チ
ー
ム
が
参
加

し
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
小
雨
が
降
り
風
も
強

か
っ
た
の
で
す
が
、
選
手
た
ち
は
指

導
者
や
保
護
者
、
チ
ー
ム
メ
イ
ト
か

ら
の
温
か

い
声
援
に

背
中
を
押

さ
れ
、
見

事
全
チ
ー

ム
が
最
後

ま
で
﹁
た

す
き
﹂
を

つ
な
ぎ
、

ゴ
ー
ル
し

ま
し
た
。

　

成
績
は

次
の
と
お

り
で
す
。 

☆
女
子
チ
ー
ム
の
部

　

優　

勝　
　

高
志
フ
レ
ン
ズ
Ａ

　
　

タ
イ
ム　

四
十
五
分
七
秒

　

準
優
勝　
　

高
志
フ
レ
ン
ズ
Ｂ

　
　

タ
イ
ム　

五
十
一
分
四
十
五
秒

☆
男
子
チ
ー
ム
の
部

　

優　

勝　
　

松
島
ス
ポ
ー
ツ

　
　
　
　
　
　

少
年
団
Ａ
チ
ー
ム

　
　

タ
イ
ム　

五
十
六
分
三
十
一
秒

　

準
優
勝　
　

高
志
ス
ポ
ー
ツ

　
　
　
　
　
　

少
年
団

　
　

タ
イ
ム　

五
十
八
分
二
十
五
秒

　

第
三
位　
　

上
板
サ
ッ
カ
ー

　
　
　
　
　
　

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

　
　

タ
イ
ム　

一
時
間
五
十
六
秒

◇
女
子
区
間
賞

　

岡　

本　

ひ
か
る

　

︵
高
志
フ
レ
ン
ズ
︶

　
　

タ
イ
ム　

七
分
三
秒

◇
男
子
区
間
賞

　

安　

崎　

太　

一

　

︵
松
島
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
︶

　
　

タ
イ
ム　

五
分
三
十
九
秒

第
七
回
町
内
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
駅
伝
大
会

　

上
板
町
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
協
会
主
催

に
よ
る
平
成
十
九
年
度
上
板
町
内
女

子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
が
、
平
成
二

十
年
二
月
十
七
日
︵
日
︶
上
板
町
農

村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、

町
内
四
チ
ー
ム
が
参
加
し
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　

大
会
当
日
の
試
合
内
容
は
、
熱
戦

が
続
き
、
中
で
も
、
攻
守
の
バ
ラ
ン

ス
に
優
れ
た
﹁
上
板
ク
ラ
ブ
﹂
が
安

定
し
た
試
合
運
び
で
優
勝
さ
れ
ま
し

た
。

　

大
会
の
成
績
結
果
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

　

優　

勝　
　

上
板
ク
ラ
ブ

　

準
優
勝　
　

高
志
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

　

第
三
位　
　

東
光
レ
デ
ィ
ー
ス

　

第
四
位　
　

オ
リ
ー
ブ

上
板
町
内
女
子　
　
　

　

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

体

育

行
事

の

ご
案

内

▽
春
季
ナ
イ
タ
ー
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

　

大
会

　

四
月
中
旬
開
催
予
定

▽
町
内
女
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

　

五
月
中
旬
開
催
予
定

▽
町
内
小
学
生
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

　

六
月
上
旬
開
催
予
定

︵
な
お
、詳
細
に
つ
い
て
は
、
町
教
育
委

員
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。︶
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去
る
二
月
十
七
日
︵
日
︶
上
板
町

役
場
・
中
央
公
民
館
に
お
い
て
、
本

町
ス
ポ
ー
ツ
界
に
お
け
る
功
労
、
活

躍
を
称
え
、
上
板
町
体
育
協
会
よ
り

平
成
十
九
年
度
体
育
功
労
者
、
ス

ポ
ー
ツ
優
秀
者
︵
団
体
︶
の
表
彰
式

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

受
賞
者
︵
団
体
︶
は
次
の
と
お
り

で
す
。 
                

◇
体
育
功
労
者             

　

多　

田　

堅　

次

　

︵
上
板
町
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
協
会
︶

　

濱　
　
　

守　

一

　

︵
上
板
町
ゴ
ル
フ
協
会
︶

　

粟
飯
原　

逸　

男

　

︵
上
板
空
手
道
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
︶

　

辰　

己　

寛　

治

　

︵
上
板
町
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
協
会
︶

　

北　

池　
　
　

強

　

︵
松
島
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
︶

　

森　
　
　

幸　

司

　

︵
上
板
町
体
育
協
会
審
判
部
・

松
島
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
︶

◇
ス
ポ
ー
ツ
優
秀
者

　

松　

永　

郁　

歩

　

︵
板
野
町
柔
道
教
室
・松

島
小
学
校
︶

　

籠　

谷　

幸　

真

　

︵
少
林
寺
拳
法
鍛
冶
屋
原
支
部
・

松
島
小
学
校
︶

　

井　

上　

知　

之

　

︵
少
林
寺
拳
法
鍛
冶
屋
原
支
部
・

松
島
小
学
校
︶

　

瀬　

尾　

昌　

大

　

︵
少
林
寺
拳
法
鍛
冶
屋
原
支
部
・

松
島
小
学
校
︶

　

宮　

本　

総　

司

　

︵
少
林
寺
拳
法
鍛
冶
屋
原
支
部
・

松
島
小
学
校
︶

　

関　

戸　

竜　

二

　

︵
上
板
中
学
校
柔
道
部
︶

　

中　

村　
　
　

剛

　

︵
上
板
中
学
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交通遺児等へ育成資金貸付け

※義務教育終了まで育成資金が　無利子　で借りら

れます

�対 象 者

　自動車事故により死亡または重度後遺障害者と

なられた方の０歳から中学校卒業までのお子様

�貸付金額

　一　時　金 １５５,０００円

　毎　　　月 ２０,０００円

　入学支度金 ４４,０００円

�返済期間

　中学校卒業後２０年以内

　（高校・大学等に進学する場合は、卒業まで猶予）

重 度 後 遺 障 害 者 へ 介 護 料 支 給

�対 象 者

　自動車事故が原因で、脳・脊髄または胸腹部臓器を損

傷し重度の後遺障害を持つため、常時または随時の介

護が必要な状態である方

�支給金額

　①常時の介護が必要な方のうち、「重度後遺障害診断

書」で症状が「最重度」であると認められた方

 月額　６８,４４０円〜１３６,８８０円

　②上記①以外で常時の介護が必要な方

 月額　５８,５７０円〜１０８,０００円

　③随時の介護が必要な方

 月額　２９,２９０円〜　５４,０００円

詳しくは・・・　　独立行政法人　自動車事故対策機構　徳島支所
　　　　　　　　　〒７７０−０００３　徳島市北田宮２丁目１４番５０号（徳島県トラック会館２階）
　　　　　　　　　TEL（０８８）６３１−７７９９

》》》　　ごごごごごごごごごごごごごごご 存存存存存存存存存存存存存存 知知知知知知知知知知知知知知 でででででででででででででで すすすすすすすすすすすすすす かかかかかかかかかかかかかか存 知 で す か　　《《《
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浄化槽設置後の法定検査について

　浄化槽を設置しますと、法定検査を受ける
ことが義務づけられます。
　法定検査とは、浄化槽法により第７条、第
１１条の２種類があり詳しい内容は右の表の
ようになっております。

法第１１条検査 法第７条検査法定検査

保守点検や清掃業務が適正に行
われているか否かを検査します。

設置工事が適正に行われている
か否かを検査します。

検 査 の 目 的

年１回すべての浄化槽が検査を
受けることになります。　

新たに設置された浄化槽が使用
開始後３ヶ月から８ヶ月の間に
検査を受けます。

検査の実施時期

不備のある項目については管轄の行政機関により管理者又は業
者に対し指導が行われる場合があります。

検査結果の措置

５,０００円９,０００円
検 査 手 数 料
（５〜１０人槽）

㈳徳島県環境技術センター
〒 770 − 8001　徳島市津田海岸町 2 − 33
TEL　088 − 636 − 1234 ㈹　FAX　088 − 636 − 1122

検 査 機 関 及 び
問 い 合 わ せ

※平成１８年２月１日に施行された浄化槽法
の改正により，法第７条及び法第１１条の未
受検者に対し，徳島県知事が指導，勧告及
びこれに係る措置を命令をすることが出来
ることになりました。この命令に違反した
場合は，３０万円以下の過料に処せられるこ
ともありますので，ご注意ください。

上板町地域新エネルギー・省エネルギービジョンが策定されました

　上板町において町施設をはじめ一般家庭からもエネルギー消費量は年々増加しています。また、現在のエネルギー

事情においても原油価格が高騰するなど残り少ない化石燃料を使い続けるには、限界があります。そこで、抜本的な

エネルギー削減の施策と地域資源を新しいエネルギーという視点で見直していくことが必要になってきました。今回、

エネルギーの賦存量・可採量を調査し、上板町において有効であるエネルギー施策の方向性を明らかにした「上板町

地域新エネルギー・省エネルギービジョン」を策定しました。

エネ博２００８ in 四国
（エネルギー＆エコロジー博覧会）

地球温暖化対策実行計画の
温室効果ガス（CO2）総排出量結果報告

　平成１２年度に策定しました「上板町地球温暖化

対策実行計画」により平成１１年度基準で平成１７

年度の温室効果ガス（CO2）総排出量を２.０％削

減する目標の計画でありました。

　平成１８年度調整後の最終集計結果、−１.５６％の

削減となりましたので報告します。

　２月２日・３日アスティ徳島で、エネ博 in ２００８が開催さ

れ、イベント中の新エネ教室に徳島県内の小学校の中から、

わが町の神宅・東光・松島・高志小学校の４年生９２名の児

童が参加しました。

　ミニ風力発電装置と

充電式ミニカーを使い、

新エネルギー導入の重

要性について次世代を

担う小学生に理解して

もらいました。

平成11年度
906,918.9 ㎏

平成17年度
892,793.9 ㎏

−1.56％
（−14,125㎏）

�

�

�

�

��������������
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�
�
�

�
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温室効果ガス（CO2）排出量比

　上板町では、家庭からの生活排水浄化と水質保全を目的として平成７年度より実施しております浄化槽設置整備事業補助の

募集を本年度も実施します。

　この事業は、合併処理浄化槽（生活雑排水とし尿を処理）を設置する方に、その費用の一部を補助する補助金制度です。

浄化槽設置整備事業補助募集（単独浄化槽・汲み取り槽の撤去費補助含む）

　以上、予算の範囲内で設置基数を決定しますので、補助申請される場合は、役場環境保全課窓口にある「浄化槽設置整備事

業補助金交付希望届」に必要事項を全て記入し、申請して下さい。

○受付期間

　毎月希望届を受付し、毎月末日に締め切り、該当者に内示します。

　（午前８時３０分より午後５時まで土・日曜日は除く。）

希望者多数により予算範囲をこえる場合は、抽選とさせていただきます。

�問い合わせ先�

環境保全課

℡６９４−６８１３

○補助の対象となる地域 

　　全町（但し、上板町農業集落排水事

業対象地域を除く。）

○補助の対象となる方 

　　補助対象地域において、居住目的の

一般住宅で合併処理浄化槽（１０人槽ま

でを補助）を個人で設置し、平成２１

年３月３１日までに完成する方。

○補助金額 

　　　５人槽　２５８,０００円（住宅延べ面積 130 ㎡以下）

　６〜７人槽　３１８,０００円（住宅延べ面積 130 ㎡超）

　８〜１０人槽　４２３,０００円（２世帯住宅）

○単独浄化槽・汲み取り槽の撤去費補助金額（設置整備補助を受けられる方のみ）

　単独浄化槽撤去費補助金（使用開始２０年以内のもの）

　 撤去費の１／３　上限３０,０００円

　汲み取り槽撤去費補助金 撤去費の１／３　上限３２,０００円
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　水防演習は、洪水被害等を防止するため、関係機関が密接な連携の

もとに「水防工法の習得、情報の伝達、人命救助」を中心とした訓練

を行うものです。また、当日は降雨体験等の体験コーナーもあります

ので是非、ご参加下さい。

◎宅内漏水の見つけ方について
　次のようにしていただきますと水漏れがわかります。

①まず、家中の蛇口を全部閉めて下さい。

②次にメータボックスのふたをあけてメータ器を見て下さい。銀色か赤色のコマのような

　かたちのもの（パイロット）が、あるのがわかるかと思います。

③もしパイロットが回っていましたら、家のどこかで水が漏れています。

※常に水道メーターを見て、使用水量を把握してください。宅内漏水の早期発見になります。

※漏水しておりましたら、個人負担でお近くの水道工事店等に依頼して修理してください。

　�お問い合わせ先　　上板町役場　水道課　℡　０８８−６９４−６８１７

桜の季節となり、転出・転勤等で水道を休止，廃止、撤去する

場合は、水道課で申請の手続きを行って下さい。

パイロット

水道課よりお知らせ

【建築物耐震相談所】

　�場　所　㈳徳島県建築士事務所協会

　　　　　　〒７７０−０９３１　徳島市富田浜２丁目１０

　　　　　　（徳島県建設センター５Ｆ）

　　　　　　電話　０８８−６５２−５８６２

　�時　間　毎週水曜日の午後１時から５時まで

　　　　　　（受付は４時半まで）

�建物の耐震性能向上に向け、㈳徳島県建築士事務所協会の

一級建築士が耐震診断や改修をアドバイスします。

�建物の間取り図等をご持参ください。

�相談は無料です。

�予約が必要ですので、お申し込み・お問い合わせは、㈳徳

島県建築士事務所協会までお願いします。

徳島県では、㈳徳島県建築士事務所協会に委託して建築物耐震相談所を開設しております。お気軽にご利用ください。

（県土整備部建築開発指導課　電話０８８−６２１−２６０４）

������ 徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳徳 島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島 県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県 かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか ららららららららららららららららららららららららららららら ののののののののののののののののののののののののののののの おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知 ららららららららららららららららららららららららららららら せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ島 県 か ら の お 知 ら せ　������

■日　時：平成２０年５月２５日（日）　AM ９：００〜１２：００（雨天決行）

■場　所：一級河川　吉野川水系吉野川

　　　　　徳島市住吉４丁目地先（吉野川大橋下流　南岸河川敷）

■共　催：国土交通省四国地方整備局、徳島県、吉野川下流水防連絡会、

那賀川水防連絡会

■吉野川・那賀川合同水防演習の主な内容

　�水防訓練

　　（河川巡視、情報伝達、水防工法、上

空からの被災調査など）

　�避難訓練

　　（水没ドアの開閉、家庭でできる水防工

法、水中歩行、避難勧告、食糧供給な

ど）

　�人命救助訓練

　　（ヘリコプター・舟艇による救助及び応

急手当）

　�ライフライン復旧訓練

　　（電力、電話の復旧）

●国土交通省　四国地方整備局

　徳島河川国道事務所　河川管理課

　　TEL（088）654 − 9266

●徳島県　県土整備部　河川課　　

　　TEL（088）621 − 2571

お問い合わせ先

みんなで参加しよう
体験コーナー

○地震体験

○降雨体験

○ロープワーク講習

○水防工法体験

○３Ｄ土石流シアター

○土のう作り体験

○水没ドア体験

○水中歩行体験

○家庭でできる水防工法

吉野川・那賀川合同水防演習の
お 知 ら せ
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４月１０日は法テラスの日。それを記念して無料法律相談

会を実施します。

【日　　時】　平成２０年４月１０日（木）　

　　　　　　　午後１時００分〜午後４時００分

【場　　所】　徳島市新蔵町一丁目３１番地

　　　　　　　徳島弁護士会５階

【相談資格】

　以下の資力要件に該当する方が相談を受けることがで

きます。

　収入等が一定額以下であること（手取月収等）

　　単 身 者　　１８２,０００円以下

　　２人家族　　２５１,０００円以下

　　３人家族　　２７２,０００円以下

【お問い合わせ】

　ご予約が必要です。

　予約空き状況や資力要件など、お気軽にお問い合わせ

ください。

　　法テラス徳島　　電話：０５０−３３８３−５５７５

　　なお、受付時間は午前９時から午後５時まで

２００９年１月、上場会社の株券が

電子化されます！！

●株券電子化により、上場会社の株券は無効となり、

株主の権利は証券会社などの金融機関の口座で電

子的に管理されます。

●お手元の株券が本人名義になっていない場合は、

電子化により株主としての権利を失うおそれがあ

りますので、株券電子化の実施前までに名義書換

が必要です。

電子化に関するお問い合わせは下記まで。

日本証券業協会　証券決済制度改革推進センター

０３−３６６７−４５００（平日９：００〜１７：００）

法テラス設立２周年記念

無 料 法 律 相 談 会

よよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！よくわかる！
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保健行事予定表　４月〜６月

お問い合わせ先　　役場福祉保健課（☎６９４−６８１０）

Ⅰ．健康相談・健康教育

担　　　　　当内　　　　　　容場　　　　所時　　　　間月／日
保健師・理学療法士個別健康相談農村環境改善センター１０：００〜１１：３０４／１
保健師個別健康相談農村環境改善センター１０：００〜１１：３０５／１３
保健師・理学療法士個別健康相談農村環境改善センター１０：００〜１１：３０６／１７

Ⅳ．予防接種

　平成１９年４月１日から「徳島県予防接種広域化」が実施されております。

　これにより、上板町内の医療機関に加えて、町外にかかりつけ医があるなど、町外医療機関での個別接種ができるようにな

りました。

　中学１年生と高校３年生の年齢の方の麻疹風疹混合予防接種がはじまります。

　昨年、麻疹が学生に流行しました。麻疹排除計画に基づき平成２０年度から平成２４年度の５年間、中学１年生と高校３年生

の年齢の方が定期予防接種の対象になりました。

　予防接種の対象者には、個人通知をいたしますので、通知が届いたら保護者の方は医師と相談をして接種計画を立てて受け

ましょう。

　集団接種……ポリオ

　個別接種……ＢＣＧ・百日咳ジフテリア破傷風混合・ジフテリア破傷風混合・麻疹風疹混合（麻疹・風疹単独も可）・日本脳炎

妊婦健康診査費用の公費負担が拡充されます。

　妊婦健康診査は、妊婦さんが定期的に医療機関にかかって妊婦さんの健康状態、赤ちゃんの発育状態、分娩時期を把握

するために重要です。

　平成２０年４月より妊婦健康診査費用が拡充され、妊娠届出時に妊婦健康診査受診票を５枚交付いたします。

　定期的に妊婦健康診査を受けて、安全に妊娠期を過ごし、出産を迎えましょう。

Ⅱ．健康診査
　平成 20 年 4 月から基本健診が変わります。

　これまで町が住民の方を対象に実施していた「基本健康診査」が平成 20 年 4 月からは「特定健康診査」として医療保険者

が行います。住民の皆さんには、ご加入の各医療保険者の案内に従って受けていただくようになります。

平成２０年４月から平成１９年度まで

医療保険者上板町実 施 主 体

医療保険に加入している
被保険者と被扶養者（家族）

上板町に住所のあ
る住民

対 象

40 歳から 74 歳40 歳以上 対 象 年 齢

特定健康診査基本健康診査健診の名称

メタボリックシンドローム
（内臓脂肪症候群）該当者・
予備軍の方など生活習慣病
予防のための保健指導を必
要とする方を抽出する健診

生活習慣病の早期
発見・早期治療

健診の目的

＊平成 20 年 4 月 1 日から後期高齢者医療の被保険者になる

方（75 歳以上の方、65 歳以上 75 歳未満で一定の障害が

ある方）の健康診査は「徳島県後期高齢者医療広域連合」

が行います。健診は直近 1 年間で病院にかからなかった被

保険者を対象に行います。該当者には徳島県後期高齢者医

療広域連合から「健康診査受診券」が届きます。詳しくは

徳島県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせ下さい。

　　　　徳島県後期高齢者医療広域連合

　　　　事業課　電話（０８８）６７７−３６６６

＊これまで老人保健法により市町村が実施していた各種がん

検診、肝炎ウイルス検診は、平成２０年 4 月から健康増進

法により引き続き市町村で行います。

Ⅲ．乳幼児健康診査
　１．乳児健康診査 

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受 付 時 間月／日
平成 19 年 5 月・6 月１１月・12 月生の乳児問診・身体計測・内科

診察・育児相談
農村環境改善センター１３：３０〜１４：１５

４／１７
平成19年7月・8月・平成20年1月・2月生の乳児６／１９

　３．３歳児健康診査

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受 付 時 間月／日

平成１６．１１．１生〜
平成１７．１．３１生

問診・身体計測・尿検査・内科・歯科診
察・歯科相談・栄養・育児・発達相談

農村環境改善センター１３：００〜１３：３０４／１４

　２．１歳６カ月児健康診査

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受 付 時 間月／日

平成１８．９．１〜
平成１８．１１．３０生

問診・身体計測・内科・歯科診察・歯科
相談・栄養・育児・発達相談・聴力検査

農村環境改善センター１３：００〜１３：３０５／８
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お 誕 生 お め で と う
（平成19年11月〜平成20年１月誕生まで）

可愛
い表現会に

　２月29日（金）さくら保育所で表現会が開

催され、歌・合奏・遊戯が披露されました。

可愛いしぐさ、一生懸命歌っている姿に、ご家

族の皆さんは家での子ども・孫の様子と重ね合

わせ、共に楽しいひと時を過ごしていました。

　３歳児のみなさんは、保育所最後の表現会

でしたが、立派に歌ったり遊戯しました。

子どもの成長に驚かされ、幼稚園でひと

まわり大きく成長した子どもたちを

見てみたいと思わされた半日

でした。

拍 手 ！

　
　

３
才

児「
合

奏」

３
才

児
「

ジ
ャ

ン
グ

ル
バ

イ
ブ

ル
」

３才児「ハートフルがいっ
ぱ

い

」

　
　

　
２

才
児

「
ゲ

キ
レ

ン

ジ
ャ

ー
」

　２
才児「ホ・ホ・ホ」

２才児「合奏」
１才児の合奏と

遊
戯

　とっても上手
で

し

た
。


